
川崎市「介護予防通所サービス」及び「介護予防短時間通所サービス」 

の単価について 

平成 30年 9月 川崎市健康福祉局介護保険課

 国の地域支援事業実施要綱の一部改正に伴い、平成 30年 10月 1日から川崎市の介護予防・
日常生活支援総合事業における「介護予防通所サービス」及び「介護予防短時間通所サービス」

の単価の一部を次のとおり改定します。

【国通知】 

平成 30年 5 月 11 日付厚生労働省老健局事務連絡 

「平成 30 年度地域支援事業実施要綱等の改正点について」から抜粋 

 ※「介護予防通所サービス」「介護予防短時間通所サービス」ともに基本報酬の改定は行い

ません。 

 ※平成 30 年 10 月以降のサービスコード表は 9 月中旬に、単位数表マスタ（CSVファイル）
は 9月中旬～下旬頃に川崎市ホームページに掲載します。



１ 介護予防通所サービス 

（１）生活機能向上連携加算の創設 

○ 外部の介護予防通所リハ事業所等のリハビリテーション専門職や医師が通所型 

サービス事業所等を訪問し、共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画書等を 

作成することを評価する。 

生活機能向上連携加算 200 単位／月（新設） 

   ※運動器機能向上加算を算定している場合は 100 単位／月

   →当該加算を算定する場合は、事前に加算届の提出が必要です。 

（平成 30 年 3月実施の報酬改定説明会の資料には、介護給付における通所介護及び地

域密着型通所介護について当該加算の届出があった場合には、介護予防通所サービ

スの加算届出があったものをみなす規定を設ける予定と記載しましたが、当該運用

は実施しませんので、御注意ください。） 

（２）栄養改善の取組の推進 

○ 栄養改善加算について、管理栄養士１名以上の配置が要件とされている現行の 

取扱いを改め、外部の管理栄養士の実施でも算定を認めることとする。具体的には、 

当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所・医療機関・栄養ケア・ステ 

ーション）との連携により管理栄養士を１名以上確保していること。 

＜現行＞                ＜改定後＞ 

   栄養改善加算 150 単位／月   ⇒   変更なし 

（サービスコード現行と同様） 

○ 管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護 

予防ケアマネジメントの実施者等に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の 

評価を創設する。具体的には、サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中 

６か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報 

（医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。）を介護予防ケアマネジ 

メントの実施者等に文書で共有した場合に算定する。 

  ＜現行＞     ＜改定後＞ 

     なし   ⇒   栄養スクリーニング加算 ５単位／回（新設） 

               ※６月に１回を限度とする。 

A6 4002 通所型独自サービス生活機能向上連携加算１

A6 4012 通所型独自サービス生活機能向上連携加算/２１

A6 4022 通所型独自サービス生活機能向上連携加算/３１

A6 4032 通所型独自サービス生活機能向上連携加算/４１

A6 4003 通所型独自サービス生活機能向上連携加算２

A6 4013 通所型独自サービス生活機能向上連携加算/２２

A6 4023 通所型独自サービス生活機能向上連携加算/３２

A6 4033 通所型独自サービス生活機能向上連携加算/４２

※ひと月につき、左記いずれかひとつのコードを使用（いずれを
選択しても可）

運動器機能向上連携加算を算定している場合
※ひと月につき、左記いずれかひとつのコードを使用（いずれを
選択しても可）

リ　生活機能向上連携加算

1月につき

1月につき

200

100



（３）介護職員処遇改善加算について 

○ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、給付と同様の期日 

（別に厚生労働大臣が定める日）までの間に限り算定することとする。

２ 介護予防短時間通所サービス 

（１）生活機能向上連携加算の創設 

○ 加算要件は上記「介護予防通所サービス」と同様 

生活機能向上連携加算 40 単位／回（新設）

※運動器機能向上加算を算定している場合は 20 単位／月 

     →いずれも１月の中で５回まで算定可 

（給付率 90%） 

 （給付率 80%） 

（給付率 70%） 

（２）栄養改善の取組の推進 

○ 加算要件は上記「介護予防通所サービス」と同様 

＜現行＞                ＜改定後＞ 

    栄養改善加算 30 単位／回   ⇒   変更なし 

    →１月の中で５回まで算定可      （サービスコード現行と同様）

○ 加算要件は上記「介護予防通所サービス」と同様

＜現行＞     ＜改定後＞ 

    なし   ⇒   栄養スクリーニング加算 ５単位／回（新設） 

             ※６月に１回を限度とする。

A6 6201 通所型独自サービス栄養スクリーニング加算

A6 6211 通所型独自サービス栄養スクリーニング加算/２

A6 6221 通所型独自サービス栄養スクリーニング加算/３

A6 6231 通所型独自サービス栄養スクリーニング加算/４

ヌ　栄養スクリーニング加算（6月に1回を限度）
※ひと月につき、左記いずれかひとつのコードを使用（いずれを選択しても可）

5 1回につき

A7 1825 生活機能向上連携加算１（９０） 40

A7 1827 生活機能向上連携加算２（９０） 20

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算　　運動器機能向上連携加算を算定している場合
１回につき 1月の中で５回まで

A7 1826 生活機能向上連携加算１（８０） 40

A7 1828 生活機能向上連携加算２（８０） 20
１回につき 1月の中で５回まで

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算　　運動器機能向上連携加算を算定している場合

A7 1391 生活機能向上連携加算１（７０） 40

A7 1392 生活機能向上連携加算２（７０） 20
１回につき 1月の中で５回まで

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算　　運動器機能向上連携加算を算定している場合



 （給付率 90%） 

（給付率 80%） 

（給付率 70%） 

（３）介護職員処遇改善加算について 

○ 現行において「介護職員処遇改善加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の要件を満たした場合」に

算定可能としているが、介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の要件を満たした場合について

も算定可能とする。

【当資料に関する問合せ先】 

A7 1830 栄養スクリーニング加算（９０） 5 １回につき １月の中で１回まで栄養スクリーニング加算（６月に１回を限度）

A7 1393 栄養スクリーニング加算（７０） 5 １回につき １月の中で１回まで栄養スクリーニング加算（６月に１回を限度）

A7 1829 栄養スクリーニング加算（９０） 5 １回につき １月の中で１回まで栄養スクリーニング加算（６月に１回を限度）


